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提案時は「ガイドラインの作成」「デザイ

ン活用の提案」は提出しなくても宜しいの

でしょうか？ 

 

 

参加申込書及び提案書等の提出時には、仕

様書の５業務内容の（２）及び（３）の提

出は不要という認識で間違いないでしょ

うか。 

 

 

実施要項５の（１）提出書類のうち、２業

務実績表の欄にある「契約書の写し（受注

した業務の内容がわかるもの）」について、

添付は必須でしょうか。また、契約書がな

い場合にはどのような書類が該当します

でしょうか。 

 

 

 

貴見のとおりです。 

「ガイドラインの作成」「デザイン活用の

提案」は契約締結後の業務になります。 

 

 

上記のとおりです。 

 

 

 

 

 

業務実績を客観的に判断するため、契約書

の添付を必須とさせていただきます。契約

書を取り交わした業務を実績として提出

してください。 

 

 

 

 

 

 


